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◇予算の執行に関する知事の調査等の対象とする法人を定める条例（秋田県条例第７号）
１　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第152条第１項第３号に規定する条例で定める法人は、県が資本金、基
本金その他これらに準ずるものの４分の１以上２分の１未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株
式会社とすることとした。
２　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇秋田県部設置条例の一部を改正する条例（秋田県条例第８号）
１　観光文化スポーツ部を置くとともに、その分掌事務を定めることとした。（第１条及び第２条関係）
２　建設交通部の名称を改めることとした。（第１条関係）
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３　観光文化スポーツ部に事務が移管される部の分掌事務等について、所要の規定の整備を行うこととした。（第２条
関係）
４　施行期日
　　この条例は、平成24年４月１日から施行することとした。

◇秋田県県税条例の一部を改正する条例（秋田県条例第９号）
１　引用している地方税法施行令（昭和25年政令第245号）の条項を改めることとした。（第50条関係）
２　平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の県民税に限り、均等割の税率は、秋田県県税条例（昭和29年秋
田県条例第24号）第37条に規定する額に500円を加算した額とすることとした。（附則第12条の７関係）
３　引用している地方税法施行令及び地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号）について、該当する条項を加える
こととした。（附則第27条の３関係）
４　施行期日等
　⑴　この条例は、公布の日から施行することとした。ただし、１は、平成24年４月１日から施行することとした。
　⑵　秋田県水と緑の森づくり税条例（平成19年秋田県条例第92号）について所要の規定の整備を行うこととした。

◇秋田県県税条例の一部を改正する条例（秋田県条例第10号）
１　総則
　　県税に関する条例又は規則の規定による処分をする場合は、当該処分の名宛人に対して理由を提示することとし
た。（第26条関係）
２　不動産取得税
　⑴　新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から１年（本則６月）を経過した日と
する特例措置の適用期限を平成26年３月31日（現行平成24年３月31日）まで延長することとした。（附則第14条の
７関係）

　⑵　新築特例適用住宅用土地に係る税額の減額措置について、土地取得後の住宅新築までの経過年数を３年又は４年
（本則２年）とする特例措置の適用期限を平成26年３月31日（現行平成24年３月31日）まで延長することとした。
（附則第14条の７関係）

　⑶　住宅又は土地の取得に係る税率を３％（本則４％）とする特例措置の適用期限を平成27年３月31日（現行平成24
年３月31日）まで延長することとした。（附則第15条関係）

　⑷　産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（平成11年法律第131号）に規定する認定中小企業承継
事業計画に従って譲渡される不動産に係る税額を減額する特例措置を廃止することとした。（附則第16条関係）

３　自動車取得税
　⑴　次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものについて、その取得が平成27年３月31日までに行われたとき
に限り、自動車取得税の税率を75％軽減することとした。（附則第18条の４関係）

　　①　次に掲げるガソリン自動車
　　　ア　乗用車又は車両総重量が2.5トン以下のバス又はトラックで、次のいずれにも該当するもの
　　　　ア　平成17年排出ガス保安基準に適合するもの
　　　　イ　平成17年排出ガス保安基準より75％以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
　　　　ウ　平成27年度基準燃費性能より10％以上燃費性能の良いもの
　　　イ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラックで、次のいずれにも該当するもの
　　　　ア　平成17年排出ガス保安基準に適合するもの
　　　　イ　平成17年排出ガス保安基準より75％以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
　　　　ウ　平成27年度基準燃費性能より５％以上燃費性能の良いもの
　　　ウ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラックで、次のいずれにも該当するもの
　　　　ア　平成17年排出ガス保安基準に適合するもの
　　　　イ　平成17年排出ガス保安基準より50％以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
　　　　ウ　平成27年度基準燃費性能より10％以上燃費性能の良いもの
　　②　次に掲げる軽油自動車
　　　ア　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラックで、次のいずれにも該当するもの
　　　　ア　平成21年排出ガス保安基準に適合するもの
　　　　イ　平成21年排出ガス保安基準より10％以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの
　　　　ウ　平成27年度基準燃費性能より５％以上燃費性能の良いもの
　　　イ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラックで、次のいずれにも該当するもの
　　　　ア　平成21年排出ガス保安基準に適合するもの
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　　　　イ　平成27年度基準燃費性能より10％以上燃費性能の良いもの
　　　ウ　車両総重量が3.5トンを超えるバス又はトラックで、次のいずれにも該当するもの
　　　　ア　平成21年排出ガス保安基準に適合するもの
　　　　イ　平成21年排出ガス保安基準より10％以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの
　　　　ウ　平成27年度基準燃費性能より５％以上燃費性能の良いもの
　　　エ　車両総重量が3.5トンを超えるバス又はトラックで、次のいずれにも該当するもの
　　　　ア　平成21年排出ガス保安基準に適合するもの
　　　　イ　平成27年度基準燃費性能より10％以上燃費性能の良いもの
　⑵　次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものについて、その取得が平成27年３月31日までに行われたとき
に限り、自動車取得税の税率を50％軽減することとした。（附則第18条の４関係）

　　①　次に掲げるガソリン自動車
　　　ア　乗用車又は車両総重量が2.5トン以下のバス又はトラックで、⑴①アア及びイに該当し、かつ、平成27年度

基準燃費性能を満たすもの
　　　イ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラックで、⑴①イア及びイに該当し、かつ、平成27年

度基準燃費性能を満たすもの
　　　ウ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラックで、⑴①ウア及びイに該当し、かつ、平成27年

度基準燃費性能より５％以上燃費性能の良いもの
　　②　次に掲げる軽油自動車
　　　ア　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラックで、⑴②アア及びイに該当し、かつ、平成27年

度基準燃費性能を満たすもの
　　　イ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラックで、⑴②イアに該当し、かつ、平成27年度基準

燃費性能より５％以上燃費性能の良いもの
　　　ウ　車両総重量が3.5トンを超えるバス又はトラックで、⑴②ウア及びイに該当し、かつ、平成27年度基準燃費

性能を満たすもの
　　　エ　車両総重量が3.5トンを超えるバス又はトラックで、⑴②エアに該当し、かつ、平成27年度基準燃費性能よ

り５％以上燃費性能の良いもの
　⑶　次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるもの以外のものの取得に係る課税標準について、その取得が平成
27年３月31日までに行われたときに限り、取得価額から45万円を控除することとした。（附則第18条の６関係）

　　①　電気自動車
　　②　一定の排出ガス性能を満たす天然ガス自動車
　　③　プラグインハイブリッド自動車
　　④　次に掲げるガソリン自動車
　　　ア　乗用車又は車両総重量が2.5トン以下のバス又はトラックで、次のいずれにも該当するもの
　　　　ア　平成17年排出ガス保安基準に適合するもの
　　　　イ　平成17年排出ガス保安基準より75％以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
　　　　ウ　平成27年度基準燃費性能より20％以上燃費性能の良いもの
　　　イ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラックで、次のいずれにも該当するもの
　　　　ア　平成17年排出ガス保安基準に適合するもの
　　　　イ　平成17年排出ガス保安基準より75％以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
　　　　ウ　平成27年度基準燃費性能より10％以上燃費性能の良いもの
　　⑤　軽油自動車（乗用車に限る。）で、平成21年排出ガス保安基準に適合するもの
　　⑥　軽油自動車（車両総重量が3.5トンを超えるバス又はトラックに限る。）で、次のいずれにも該当するもの

（ハイブリッド自動車に限る。）
　　　ア　平成21年排出ガス保安基準に適合するもの
　　　イ　平成21年排出ガス保安基準より10％以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
　　　ウ　平成27年度基準燃費性能より10％以上燃費性能の良いもの
　⑷　次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるもの以外のものの取得に係る課税標準について、その取得が平成
27年３月31日までに行われたときに限り、取得価額から、①については30万円、②については15万円を控除するこ
ととした。（附則第18条の６関係）

　　①　⑴①のガソリン自動車又は⑴②ウ若しくはエの軽油自動車（ハイブリッド自動車に限る。）
　　②　⑵①のガソリン自動車又は⑵②ウ若しくはエの軽油自動車（ハイブリッド自動車に限る。）
　⑸　路線バス等のうち、一定のノンステップバスで初めて新規登録等を受けるものの取得に係る課税標準について、
その取得が平成27年３月31日までに行われたときに限り、取得価額から1,000万円を控除することとした。（附則
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第18条の６関係）
　⑹　路線バス等のうち、一定のリフト付きバスで初めて新規登録等を受けるものの取得に係る課税標準について、そ
の取得が平成27年３月31日までに行われたときに限り、取得価額から650万円（乗車定員が30人未満のものは、200
万円）を控除することとした。（附則第18条の６関係）

　⑺　一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、一定のユニバーサルデザイン
タクシーで初めて新規登録等を受けるもの取得に係る課税標準について、その取得が平成27年３月31日までに行わ
れたときに限り、取得価額から100万円を控除することとした。（附則第18条の６関係）

　⑻　次に掲げるトラックで初めて新規登録等を受けるものの取得に係る課税標準について、その取得が平成27年３月
31日（①のトラックのうち車両総重量が22トンを超えるもの及び②のトラックは、平成26年10月31日）までに行わ
れたときに限り、取得価額から350万円を控除することとした。（附則第18条の６関係）

　　①　車両総重量が８トンを超えるトラック（けん引自動車及び被けん引自動車を除く。）で、制動装置に係る保安
上又は環境保全上の一定の技術基準に適合するもの

　　②　車両総重量が13トンを超えるトラック（けん引自動車に限る。）で、制動装置に係る保安上又は環境保全上の
一定の技術基準に適合するもの

　⑼　警戒区域設定指示区域内の自動車以外の自動車の取得に対する自動車取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除
する特例措置について、その対象とする自動車を「自動車持出困難区域内の自動車以外の自動車」に、取得期間を
「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日から平成26年３月31日まで」に、それぞれ改めることとし
た。（附則第29条の２関係）

４　自動車税
　⑴　次に掲げる自動車（電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる
ハイブリッド自動車、一般乗合用のバス及び被けん引自動車を除く。）について、それぞれ次に掲げる年度以後の
年度において、現行の税率にそのおおむね10％を加算することとした。（附則第19条関係）

　　①　平成13年３月31日までに新車新規登録を受けたガソリン自動車又はＬＰＧ自動車　当該登録を受けた日から起
算して14年を経過する日の属する年度

　　②　平成15年３月31日までに新車新規登録を受けた軽油自動車その他の①以外の自動車　当該登録を受けた日から
起算して12年を経過する日の属する年度

　⑵　平成24年度又は平成25年度に新車新規登録を受けた電気自動車、一定の排出ガス性能を満たす天然ガス自動車、
プラグインハイブリッド自動車及び平成27年度基準燃費性能より10％以上燃費性能の良い自動車のうち平成17年排
出ガス保安基準より75％以上窒素酸化物の排出量が少ないものについて、当該登録を受けた年度の翌年度に限り、
現行の税率からそのおおむね50％を軽減することとした。（附則第19条関係）

　⑶　平成24年度又は平成25年度に新車新規登録を受けた平成27年度基準燃費性能を満たす自動車で、平成17年排出ガ
ス保安基準より75％以上窒素酸化物の排出量が少ないものについて、当該登録を受けた年度の翌年度に限り、現行
の税率からそのおおむね25％を軽減することとした。（附則第19条関係）

５　その他所要の規定の整備を行うこととした。
６　施行期日等
　⑴　この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める日から施行することとした。た
だし、１は、平成25年１月１日から施行することとした。

　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。
　⑶　半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例（平成元年秋田県条例第８号）及び中心市街地に
おける県税の不均一課税に関する条例（平成14年秋田県条例第１号）について所要の規定の整備を行うこととし
た。

◇秋田県県税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第11号）
１　秋田県県税条例等の一部を改正する条例（平成23年秋田県条例第13号）の施行期日について、次のとおり整理を行
うこととした。（附則第１項関係）

◇ ◇

改正内容

①　県民税の退職所得の分離課
税に係る所得割の額の特例等
の改正

旧

経済社会の構造の変化に対応した税
制の構築を図るための地方税法等の
一部を改正する法律（平成23年法律
第　　号。以下「法」という。）附

新

平成25年１月１日
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２　その他所要の規定の整備等を行うこととした。
３　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇市町村への権限移譲の推進に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第12号）
１　権限移譲対象事務に屋外広告物法（昭和24年法律第189号）の規定による屋外広告物の表示等の違反に対する措置
に関する事務を加えることとした。（第10条及び別表第62の３関係）
２　権限移譲対象事務から次の事務を除くこととした。
　⑴　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）の規定による身体障害者手帳の交付等（第４条及び別表第６関係）
　⑵　特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）の規定による障害児福祉手当の認定等（第４
条及び別表第14関係）

　⑶　特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別障害者手当の認定等（第４条及び別表第15関係）
　⑷　児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）の規定による児童扶養手当の認定等（第６条及び別表第24関係）
　⑸　特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当の認定等（第６条及び別表第25関係）
　⑹　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）の規定による土砂災
害特別警戒区域内における特定開発行為の許可等（第11条及び別表第83関係）

３　地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による各法律の一部
改正等に伴い新たに市町村の事務となる権限移譲対象事務等について所要の規定の整理を行うこととした。（第４
条、第５条、第８条、第10条、別表第５、別表第10～別表第12、別表第17、別表第19～別表第21の２、別表第32、別
表第48の２、別表第56、別表第61、別表第64、別表第66、別表第66の２、別表第68、別表第69、別表第71、別表第
72、別表第72の４～別表第72の６、別表第74、別表第75、別表第77及び別表第85関係）
４　その他所要の規定の整理を行うこととした。
５　施行期日
　　この条例は、平成24年４月１日から施行することとした。

◇特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例（秋田県条例第13号）
１　特定非営利活動法人の役員となる者の住所又は居所を証する書類について所要の規定の整備を行うこととした。
（第２条関係）
２　提出された申請書等の書類について、これを補正することができる軽微な不備は、誤記、計算違いその他これらに
類する明白な誤りとすることとした。（第３条及び第７条関係）
３　次に掲げる手続については、規則で定める申請書等を知事に提出することとした。
　⑴　申請書等の補正の申立（第３条、第４条及び第７条関係）
　⑵　定款の変更の認証の申請又は定款の変更の届出（第４条関係）
　⑶　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号。以下「法」という。）第44条第１項の認定の申請（第８条関係）
　⑷　法第44条第１項の認定の有効期間の更新の申請（第９条関係）
　⑸　認定特定非営利活動法人等の定款の変更の認証に係る書類の提出（第10条及び第15条関係）
　⑹　法第58条第１項の仮認定の申請（第14条関係）
　⑺　合併についての認定の申請（第16条関係）
４　事業報告書等の知事への提出は、毎事業年度終了後３月を経過する日までに行わなければならないこととした。
（第５条、第11条及び第15条関係）
５　事業報告書等の閲覧及び謄写に係る請求手続及び場所については規則で定めるとともに、謄写に要する費用は謄写
の請求者の負担とすることとした。（第６条、第13条及び第15条関係）
６　法第55条第２項の規定による書類等の知事への提出は、助成金の支給を行ったときにあっては事後遅滞なく、海外
への送金又は金銭の持出しを行うときにあっては事前に行わなければならないこととした。この場合において、海外
への送金又は金銭の持出しが災害に対する援助その他緊急を要し事前の提出が困難なものであるときは、事後遅滞な
く行わなければならないこととした。（第12条及び第15条関係）
７　その他所要の規定の整理を行うこととした。
８　施行期日等
　⑴　この条例は、平成24年４月１日から施行することとした。ただし、１は出入国管理及び難民認定法及び日本国と
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の平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律（平成21年
法律第79号）の施行の日（平成24年７月９日）から施行することとした。

　⑵　１の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

◇秋田県介護保険法関係手数料徴収条例の一部を改正する条例（秋田県条例第14号）
１　介護支援専門員実務研修受講試験の試験問題作成事務に係る手数料の額を１件につき700円（現行1,000円）に引き
下げることとした。（別表関係）
２　介護サービス情報の公表に係る手数料の額を１件につき9,000円（現行10,000円）に引き下げることとした。（別表
関係）
３　介護サービス情報の調査に係る手数料の額を１件につき12,000円（現行19,200円～35,800円）に改定することとし
た。（別表関係）
４　その他所要の規定の整備を行うこととした。
５　施行期日
　　この条例は、平成24年４月１日から施行することとした。　

◇秋田県介護保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例（秋田県条例第15号）
１　平成24年度に限り、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令（平成10年政令第413号）附則第３条の規定によ
り算定される額を限度として、秋田県介護保険財政安定化基金の一部を処分することができることとした。（附則第
２項関係）
２　施行期日
　　この条例は、平成24年４月１日から施行することとした。

◇秋田県小規模介護施設整備等促進臨時対策基金条例の一部を改正する条例（秋田県条例第16号）
１　軽費老人ホームにおけるスプリンクラー設備の整備等に係る臨時の事業を秋田県小規模介護施設整備等促進臨時対
策基金（以下「基金」という。）の対象事業に加えることとした。（第１条関係）
２　基金の設置期限を平成25年12月31日（現行平成24年３月31日）に延長することとした。（附則第２項関係）
３　その他所要の規定の整理を行うこととした。
４　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。ただし、１及び３は、平成24年４月１日から施行することとし
た。

◇秋田県介護職員処遇改善等臨時対策基金条例の一部を改正する条例（秋田県条例第17号）
１　秋田県介護職員処遇改善等臨時対策基金の設置期限を平成25年３月31日（現行平成24年12月31日）に延長すること
とした。（附則第２項関係）
２　その他所要の規定の整理を行うこととした。
３　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。ただし、２は、平成24年４月１日から施行することとした。

◇秋田県高齢者健康保持及び地域支援体制整備基金条例（秋田県条例第18号）
１　高齢者の健康の保持に寄与し、及びその日常生活を地域において支援する体制を整備するため、高齢者の健康の保
持に関する普及啓発、社会参加の促進、相談体制の整備、介護を担う人材の育成等に係る事業に充てる資金として、
秋田県高齢者健康保持及び地域支援体制整備基金（以下「基金」という。）を設置することとした。（第１条関係）
２　基金の積立て、現金の管理、運用益金の処理、現金の繰替運用、基金の処分及び知事への委任について定めること
とした。（第２条～第７条関係）
３　施行期日
　　この条例は、平成24年４月１日から施行することとした。

◇秋田県障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例（秋田県条例第19号）
１　障害者基本法（昭和45年法律第84号）第36条第１項に規定する合議制の機関の名称を「秋田県障害者施策推進審議
会」とし、題名を「秋田県障害者施策推進審議会条例」に改めることとした。
２　その他所要の規定の整備を行うこととした。
３　施行期日等
　⑴　この条例は、障害者基本法の一部を改正する法律（平成23年法律第90号）附則第１条第１号に掲げる規定の施行
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の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行することとした。
　⑵　特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例（昭和31年秋田県条例第35号）について所要の
規定の整備を行うこととした。

◇秋田県障害者自立支援等臨時対策基金条例の一部を改正する条例（秋田県条例第20号）
１　秋田県障害者自立支援等臨時対策基金の設置期限を平成25年12月31日（現行平成24年３月31日）に延長することと
した。（附則第２項関係）
２　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇秋田県障害児通所給付費等不服審査会条例（秋田県条例第21号）
１　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第56条の５の５第２項において準用する障害者自立支援法（平成17年法律第
123号）第98条第１項の規定に基づき秋田県障害児通所給付費等不服審査会を置くこととし、その委員の定数等を定
めることとした。
２　施行期日等
　⑴　この条例は、平成24年４月１日から施行することとした。
　⑵　特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例について所要の規定の整備を行うこととした。

◇秋田県妊婦健康診査臨時対策基金条例の一部を改正する条例（秋田県条例第22号）
１　秋田県妊婦健康診査臨時対策基金の設置期限を平成25年３月31日（現行平成24年３月31日）に延長することとし
た。（附則第２項関係）
２　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇秋田県子宮頸
けい

がん等予防接種臨時対策基金条例の一部を改正する条例（秋田県条例第23号）
１　秋田県子宮頸

けい

がん等予防接種臨時対策基金の設置期限を平成25年３月31日（現行平成24年３月31日）に延長するこ
ととした。（附則第２項関係）
２　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇秋田県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正する条例（秋田県条例第24号）
１　引用している児童福祉法及び介護保険法（平成９年法律第123号）の条項を改めることとした。（第１条の２関
係）
２　施行期日
　　この条例は、平成24年４月１日から施行することとした。

◇食品衛生法施行条例の一部を改正する条例（秋田県条例第25号）
１　次に掲げる営業において内臓を除く牛の生食用食肉を取り扱う場合について、次のとおり施設の基準を定めること
とした。（別表第２関係）
　⑴　飲食店営業
　　①　専用の調理場を設けていること。　
　　②　器具及び容器の専用の洗浄設備及び消毒設備があること。
　　③　給水栓を有する専用の手洗い設備を設け、これに手指の消毒設備及び石けんを備えていること。
　　④　専用の調理場内にその取扱数量に応じた冷蔵設備があること。
　　⑤　専用の器具及び容器を備えていること。
　⑵　食肉処理業
　　①　専用の作業台があること。
　　②　器具及び容器の専用の洗浄設備及び消毒設備があること。
　　③　給水栓を有する専用の手洗い設備を設け、これに手指の消毒設備及び石けんを備えていること。
　　④　専用の器具及び容器を備えていること。
　⑶　食肉販売業
　　　⑴又は⑵の基準によること。
２　その他所要の規定の整理を行うこととした。
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３　施行期日
　　この条例は、平成24年７月１日から施行することとした。

◇秋田県計量法関係手数料等徴収条例の一部を改正する条例（秋田県条例第26号）
１　特定計量器の検定に係る手数料について、次のとおりとすることとした。（別表第１関係）
　⑴　水道メーターの検定に係る手数料の額を次のとおり引き上げることとした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１個につき）

　⑵　計量法施行令（平成５年政令第329号）第２条第８号イに掲げるアネロイド型圧力計の検定を受けようとする者
から手数料を徴収することとし、その額を次のとおりとすることとした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（１個につき）

２　施行期日
　　この条例は、平成24年４月１日から施行することとした。

◇秋田県産業振興プラザ条例の一部を改正する条例（秋田県条例第27号）
１　秋田県産業振興プラザの創業準備支援室に関する規定を削除することとした。（第２条及び別表関係）
２　その他所要の規定の整理を行うこととした。
３　施行期日
　　この条例は、平成24年４月１日から施行することとした。

◇秋田県屋外広告物条例の一部を改正する条例（秋田県条例第28号）
１　屋外広告業の登録申請書に、秋田県の区域（秋田市の区域を除く。）の全部又は一部を営業区域とする営業所の名
称及び所在地を記載しなければならないこととした。（第18条の２関係）
２　知事は、景観行政団体である市町村（以下単に「市町村」という。）において広告物の表示等の禁止及び制限、広
告物の表示の方法等の基準並びにこれらの違反に対する措置等に関する条例の制定及び改廃に関する事務（以下「条
例制定等事務」という。）を処理することが適当と認められるときは、条例制定等事務を当該市町村が処理すること
について、当該市町村の長に協議しなければならないこととした。（第28条の２第１項関係）
３　２の協議を受けた市町村の長が、条例制定等事務を処理することについて同意したときは、当該条例制定等事務
は、当該市町村が処理することとした。（第28条の２第２項関係）
４　知事は、市町村が条例制定等事務を処理することとしたときは、当該市町村の名称及び処理を開始する期日を告示
しなければならないこととした。（第28条の２第３項関係）
５　条例制定等事務を処理する市町村の区域内においては、景観保全型広告整備地区及び広告物協定地区に関する規定
は、適用しないこととした。（第28条の２第４項関係）
６　その他所要の規定の整備を行うこととした。
７　施行期日等
　⑴　この条例は、平成24年４月１日から施行することとした。ただし、１及び７⑵は、公布の日から施行することと
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◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇

区 　　 　　　　　　　　分

口径が25ミリメートル以下のもの

口径が25ミリメートルを超え、40ミリメートル以下のもの

口径が40ミリメートルを超え、100ミリメートル以下のもの

口径が100ミリメートルを超えるもの

改正前

80円

170円

1,200円

1,650円

改正後

200円

390円

1,340円

1,920円

区 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　分

計ることができる最大の圧力が50メガパスカル以下のもの

計ることができる最大の圧力が50メガパスカルを超え、100メガパスカル以下のもの

計ることができる最大の圧力が100メガパスカルを超えるもの

改正後

440円

1,020円

2,230円



－９－

した。
　⑵　１の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

◇秋田県港湾整備事業特別会計条例の一部を改正する条例（秋田県条例第29号）
１　引用している地方財政法施行令（昭和23年政令第267号）の条項を改めることとした。（第１条関係）
２　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第30号）
１　一定の地域に在勤する市町村立学校職員に対し地域手当を支給することとした。（第15条の２関係）
２　その他所要の規定の整備を行うこととした。
３　施行期日等
　⑴　この条例は、平成24年４月１日から施行することとした。
　⑵　一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成14年秋田県条例第69号）について所要の規定の整理を行うこと
とした。

◇秋田県認定こども園の認定の基準に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第31号）
１　題名を秋田県認定こども園の認定の要件に関する条例に改めることとした。（題名関係）
２　認定こども園の認定に係る要件について、幼稚園、保育所等及び幼保連携施設が適合しなければならない要件を定
めることとした。（第２条関係）
３　その他所要の規定の整理を行うこととした。
４　施行期日
　　この条例は、平成24年４月１日から施行することとした。

◇学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第32号）
１　公立小学校等の職員の定数を次のとおりとすることとした。（第１条～第３条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：人）
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◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
◇ ◇

区 　　　　　　　　　　　分

公立小学校

公立中学校

公立小学校

公立中学校

公立小学校

公立中学校

共同調理場

公立小学校

公立中学校

県立高等
学校

全日制

校長及び教員

養護教員

栄養教諭及び学校栄養職員

事務職員

校長、教員、実習助手及び事務職員

その他の職員

改正前

3,486

2,228

251

131

26

12

81

255

131

2,245

108

職　員　の　定　数

改正後

5,613

370

118

－

374

2,217

107

増　減

△101

△12

△1

△12

△28

△1
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２　施行期日
　　この条例は、平成24年４月１日から施行することとした。

◇図書館協議会に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第33号）
１　地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成23年法律第
105号）による図書館法（昭和25年法律第118号）の一部改正に伴い、秋田県立図書館図書館協議会の委員の任命につ
いて定めることとした。
２　その他所要の規定の整理を行うこととした。
３　施行期日
　　この条例は、平成24年４月１日から施行することとした。

◇秋田県立博物館条例及び秋田県ふるさと村条例の一部を改正する条例（秋田県条例第34号）
１　秋田県立博物館条例（昭和50年秋田県条例第15号）の一部改正（第１条による改正）
　　地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による博物館法（昭
和26年法律第285号）の一部改正に伴い、秋田県立博物館協議会の委員の任命について定めることとした。
２　秋田県ふるさと村条例（平成５年秋田県条例第45号）の一部改正（第２条による改正）
　　地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による博物館法の一
部改正に伴い、秋田県立近代美術館協議会の委員の任命について定めることとした。
３　施行期日
　　この条例は、平成24年４月１日から施行することとした。

◇秋田県警察職員定数条例の一部を改正する条例（秋田県条例第35号）
１　職員の定数を次のとおりとすることとした。（第２条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：人）
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県立特別支援学校

計

定時制

通信制

校長、教員、実習助手及び事務職員

その他の職員

教員及び事務職員

その他の職員

校長、教員、寄宿舎指導員及び事務職員

その他の職員

110

8

17

1

957

82

10,129

110

8

18

1

964

78

9,978

0

0

1

0

7

△4

△151

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇

区分

警視

警部

警部補及び巡査部長

巡査

警察官以外の職員

職員の定数

改正前

88

180

1,106

580

388

改正後

89

180

1,110

582

388

増減

1

0

4

2

0
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２　施行期日
　　この条例は、平成24年４月１日から施行することとした。

◇秋田県公安委員会関係手数料徴収条例の一部を改正する条例（秋田県条例第36号）
１　運転経歴証明書の再交付を受けようとする者から手数料を徴収することとし、その額を再交付１件につき1,000円
とすることとした。（第13条関係）
２　次に掲げる手数料の額を改定するとともに、所要の規定の整備を行うこととした。（第14条関係）
　⑴　運転免許試験手数料
　⑵　検査手数料
　⑶　再試験手数料
　⑷　免許証交付手数料
　⑸　免許証再交付手数料
　⑹　免許証更新手数料
　⑺　経由手数料
　⑻　審査手数料
　⑼　技能検定員審査手数料
　⑽　教習指導員審査手数料
　⑾　国外運転免許証交付手数料
　⑿　講習手数料（次に掲げる講習に係るものを除く。）
　　①　安全運転管理者等講習
　　②　大型自動車免許、中型自動車免許又は普通自動車免許に係る取得時講習
　　③　旅客自動車講習
　　④　高齢者講習
３　施行期日
　　この条例は、平成24年４月１日から施行することとした。

◇県議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第37号）
１　県議会議員が長期欠席をした場合における議員報酬月額の減額及び期末手当の不支給の措置について、所要の規定
の整備を行うこととした。（第３条の３関係）
２　県議会議員の議員報酬月額を次のとおり減額する特例措置の適用期間を平成25年５月31日まで延長することとし
た。（附則第３項関係）

３　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇秋田県議会委員会条例の一部を改正する条例（秋田県条例第38号）
１　県議会の常任委員会のうち産業労働委員会を産業観光委員会に、建設交通委員会を建設委員会に改め、それぞれの
常任委員会の所管を次のとおりとすることとした。（第２条関係）
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計 2,342 2,349 7

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇

職　名

議　長

副議長

議　員

減額前の議員報酬月額

910,000円

810,000円

780,000円

減額後の議員報酬月額

864,500円

769,500円

741,000円

減　額　率

100分の５

名　　　　　称 所　　　　　　　　　　管
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２　施行期日等
　⑴　この条例は、平成24年４月１日から施行することとした。
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。
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◇ ◇

産業観光委員会

建 設 委 員 会

観光文化スポーツ部及び産業労働部

建設部、出納局、監査委員及び労働委員会
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条　　　　　　　　例
　 次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。　

　 一　 予 算 の 執 行 に 関 す る 知 事 の 調 査 等 の 対 象 と す る 法 人 を 定 め る 条 例

　 二　 秋 田 県 部 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 三　 秋 田 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 四　 秋 田 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 五　 秋 田 県 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 六　 市 町 村 へ の 権 限 移 譲 の 推 進 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 七　 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 八　 秋 田 県 介 護 保 険 法 関 係 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 九　 秋 田 県 介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 十　 秋 田 県 小 規 模 介 護 施 設 整 備 等 促 進 臨 時 対 策 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 十 一　 秋 田 県 介 護 職 員 処 遇 改 善 等 臨 時 対 策 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 十 二　 秋 田 県 高 齢 者 健 康 保 持 及 び 地 域 支 援 体 制 整 備 基 金 条 例

　 十 三　 秋 田 県 障 害 者 施 策 推 進 協 議 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 十 四　 秋 田 県 障 害 者 自 立 支 援 等 臨 時 対 策 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 十 五　 秋 田 県 障 害 児 通 所 給 付 費 等 不 服 審 査 会 条 例

　 十 六　 秋 田 県 妊 婦 健 康 診 査 臨 時 対 策 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 十 七　 秋 田 県 子 宮 頸
け い

が ん 等 予 防 接 種 臨 時 対 策 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 十 八　 秋 田 県 看 護 職 員 修 学 資 金 貸 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 十 九　 食 品 衛 生 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 二 十　 秋 田 県 計 量 法 関 係 手 数 料 等 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 二 十 一　 秋 田 県 産 業 振 興 プ ラ ザ 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 二 十 二　 秋 田 県 屋 外 広 告 物 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 二 十 三　 秋 田 県 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 二 十 四　 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 二 十 五　 秋 田 県 認 定 こ ど も 園 の 認 定 の 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 二 十 六　 学 校 職 員 の 定 数 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 二 十 七　 図 書 館 協 議 会 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 二 十 八　 秋 田 県 立 博 物 館 条 例 及 び 秋 田 県 ふ る さ と 村 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 二 十 九　 秋 田 県 警 察 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 三 十　 秋 田 県 公 安 委 員 会 関 係 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 三 十 一　 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 三 十 二　 秋 田 県 議 会 委 員 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久
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